	２　公示令達文
(1) 条例
　ア　制定の場合

	　×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○条例をここに公布する。
　
　×××○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長×○　○　○　○印×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市条例第○○号××
　×××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×××
　×××○○○○○○○○○○○条例
　　　　以下省略

	
イ　改正の場合

	　
	×○○○○○条例の全部(一部)を改正する条例をここに公布する。
×××○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　 札幌市長×○　○　○　○印×
　　　　　　　　　　　　　　　 　　札幌市条例第○○号××

	全部改正
の場合
	×××○○○○○○○○条例
×○○○○○条例(○年条例第○号)の全部を改正する。
　　　　以下省略

	一部改正
の場合

	×××○○○○○条例の一部を改正する条例
×○○○○○条例(○年条例第○号)の一部を次のように改
正する。
　　　　以下省略

	　
	備考　全部改正の場合の題名は、「〇〇〇〇〇条例の全部を改正する条例」としないで、改正後の題名「〇〇〇〇〇〇〇〇条例」とする。

	
	




	


	

	　　　ウ　廃止する場合

	
	　×○○○○○○条例を廃止する条例をここに公布する。
　×××○年○月○日

	　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長×○　○　○　○印×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市条例第○○号××
　×××○○○○○○条例を廃止する条例
　×○○○○○○条例(○年条例第○号)は、廃止する。
　×××附×則
　×○○○○○○○○○○○○○○

	　備考　条例の制定又は改正に伴って付随的に他の関係条例を廃止する必要が生じた場合には、当該制定又は改正に係る条例の附則で当該関係条例を廃止することになるので、この文例は用いない。

　　(2)　規則
　　　　 条例に準ずる。ただし、公布文については次の例による。

	
	　×○○○○○規則
	を次のように制定する。
の全部(一部)を改正する規則を次のように制定する。
を廃止する規則を次のように制定する。

	　
	　×××○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長×○　○　○　○印×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市規則第○○号××
　　　　以下省略(題名についても条例に準ずる。)

	
　　(3)　告示
　　　ア　新たに告示する場合

	
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市告示第○○号××
　×○○○○○○○を○○○するので、下記のとおり告示する。
　×××○年○月○日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌市長×○　○　○　○印×
記
　　　　以下省略

	　備考　告示文は、適宜実情に合わせて改めること。
　　　イ　改正の場合
　　　　　〇〇〇〇（〇年告示第〇号）（の一部）を次のように改正する。
　　　ウ　廃止の場合
　　　　　〇〇〇〇（〇年告示第〇号）は、（〇年〇月〇日限り）廃止する。




